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平成 27 年度 6 月定例会で「松山市議会基本条

例」が可決・成立しました。（中面に全文掲載） 

人口減少による自治体消滅の危機―。昨年 5

月に発表された「日本創成会議」の将来予測は大

きな衝撃でした。これに対して国は地方創生を打

ち出し、地方が成長する力を取り戻し、急速な人

口減少を克服するための方向性を示しました。地

方創生の舞台はすでに自治体に移り、松山市でも

現在、松山版総合戦略の策定が進んでいるところ

です。地方創生の推進力として、議会は不断の改 

革により、行政監視と政策立案の機能を存分に発揮しなければなりません。そのためにも議

会の規範となるのが議会基本条例です。 

よしとみは地域主権検討特別委員会(平成 22 年 7 月～26 年 5 月)の、また、平成 26 年

6 月からは議会改革特別委員会の委員として、松山市の議会改革に取り組んでいます。中で

も、議会改革特別委員会では基本条例策定チームのリーダーとして、念願の議会基本条例の

成立に向けて尽力。各派各位にさまざまな思いや考えがありますが、丁寧な協議により合意

を積み重ねてきました。 

5 月 28 日には条例策定チーム会議の最終回を開催。チームの結論は親会である議会改革

特別委員会に送られることとなり、6 月 3 日には特別委員会が開催されました。そして 7 月

2 日。6 月定例会を締めくくる本会議において、丹生谷議会改革特別委員会委員長からの提

案説明で「松山市議会基本条例」が上程され、採決は全会一致で可決・成立。自殺対策基本

条例に続く、松山市で第 2 号目の議員提案条例となりました。 

議会基本条例は議会改革の集大成であるとともに、さらなる議会改革の出発点。よしとみ

は松山市の発展のため、松山市民の幸福のため、さらなる議会改革に挑戦します。 
 

＜よしとみが視察した議会改革先進地＞ 

平成 23年 5月 13日 公明党議員団で岡崎市議会視察。 議会基本条例について 

平成 23年 11月 7日 地域主権検討特別委員会で川崎市議会視察。 議会基本条例について 

平成 23年 11月 8日 地域主権検討特別委員会で横須賀市議会視察。 議会広報等ついて 

平成 24年 8月 21日 地域主権検討特別委員会で花巻市議会視察。 議会報告会について 

平成 24年 8月 22日 地域主権検討特別委員会で宮城県議会視察。 議員提案条例について 

平成 24年 10月 10日 第 7回全国市議会議長会研究フォーラム inひめぎんホール参加。 

基調講演「地方自治の課題と議会のミッション」等受講 

平成 26年 7月 30日 公明党議員団で札幌開催のセミナー「議会基本条例と議会改革」受講。 

三重県議会の議会改革 20年の軌跡について 

平成 27年 3月 20日 議会改革特別委員会で大分市議会視察。 

市民意見交換会と政策研究会について 

平成 27年 3月 26日 議会運営委員会で仙台市議会視察。 

議会独自の災害対策の取り組みについて 

 

松山市議  吉冨健一の政務活動報告 

「松山市議会基本条例」制定 ! ! 
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 松山市議会基本条例 目次 
 前 文 
 第 1 章 総則（第 1 条・第 2条） 
 第 2 章 議会と議員の活動原則等（第 3 条―第 6 条） 
 第 3 章 市民と議会との関係（第 7 条―第 11 条） 
 第 4 章 議会と執行機関との関係（第 12 条―第 15 条） 
 第 5 章 議員の身分，待遇等及び政治倫理（第 16 条・第 17 条） 
 第 6 章 議会の透明化及び機能強化（第 18 条―第 25 条） 
 第 7 章 補則（第 26 条・第 27 条） 
 付 則 
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平成 27 年 6 月 19 日。市民の皆様の声をもとに、現地調査を踏まえ、

7 回目の一般質問をしました。中項目までは下記のとおり。 
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1．本市の治水について 

(1)浸水被害対策について 

(2)水防法改正に伴う浸水被害対策の強化について 

2．さらなる支え合いの構築について 

(1)「農福連携」の取り組みについて 

(2)公共交通におけるノンステップバスの普及について 

(3)「障害者権利条約」批准に伴う本市の施策について 

(4)社会資源としてのコンビニとの協働について 

3．財政の「見える化」について 

(1)未活用の市有資産、特に不動産・動産などの現況等 

(2)複式簿記による新公会計制度の導入について 

4．都市景観について 

(1)本市の景観整備について 

(2)アーキテクチャ＝設計思想を活かした都市の整備 

(3)松山城御堀存続の歴史的経緯について 

5．「松山まつり」について 

(1)第 50 回「松山まつり」について   (2)「野球拳おどり」の普及について 

 

 

「素鵞公民館・中村老人福祉センターの正門が面する【市道素鵞 24 号線】は、狭い道路で

あるが通行量が比較的多い。しかし、正門からは見晴らしが良くなく、出入りの際には大変

危険である。通行の確認のために、カーブミラーを設置できないものか。」 

平成 26 年 9 月、公民館で懇談している際、関係者

からご意見がありました。 

よしとみは早速、市道路管理課に相談しましたが、

十字路・T 字路のような交差点ではなく建物の出入り

に関することであるため、市道に面してはいても道路

管理課では対応できないとのこと。そこで要望は施設

を所管する学習施設課・高齢福祉課に転送されました。 

数日後。早速、敷地内にカーブミラーが設置されま

した。スピーディな対応に相談された方も大変喜ばれ

ていました。 

ひとことメッセージ       今回の「よしとみマン通信」は私がお届けしました。 

吉冨健一(本人)  □協力者（          ） 

  

暑暑ささののききびびししいい折折、、ごご自自愛愛くくだだささいい。。  

声を、もっと 
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連絡先 

素鵞公民館･中村老人福祉センター正門にカーブミラー設置 


